


 
 
 
   
平成１９年４月に学校教育法の一部改正が施行され、「特殊教育」は「特別支

援教育」へと転換しました。特別支援教育は、特別な教育的支援を必要とする子

どもが在籍するすべての学校において実施されることとなりました。このことに

伴い、本県では平成１９年８月に「特別支援教育推進ガイドブック」を策定し、

本県の特別支援教育における支援体制について示すとともに、その推進に取り組

んできました。 

 近年、障がいのある子どもや関係者を取り巻く状況は、共生社会の形成に向け

た大きな変化の中にあります。国においては、平成２３年８月に「障害者基本法」

が改正され、平成２５年６月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

が制定されました。本県においては、全国に先駆け、平成２４年４月に「障害の

ある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」が施行され、すべての県民が互い

に支え合い、障がいの有無にかかわらず安心して暮らすことができる共生社会の

実現を目指しています。 
教育分野においては、平成２４年７月に文部科学省中央教育審議会初等中等教

育分科会から「共生社会に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別

支援教育の推進」が報告され、平成２５年９月に障がいのある子どもの就学先決

定の仕組みに関する学校教育法施行令の一部改正が行われました。 
これらの国内法の整備により、平成１８年に国連総会で採択されていた「障害

者の権利に関する条約」が平成２６年１月に批准されました。共生社会の形成に

向けて、現在同条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、

その構築のため、特別支援教育の一層の推進が求められています。 
 インクルーシブ教育システムにおいては、可能な限り、障がいのある子どもが

障がいのない子どもとともに教育を受けられるよう配慮するとともに、一人一人

の教育的ニーズに応じて、生きる力を確実に身につけることが重要です。子ども

一人一人の教育的ニーズにしっかりと応えるため、県教育委員会では今回「特別

支援教育推進ガイドブック」を改訂し、新たに取りまとめました。 

 本冊子をすべての教職員が活用し、特別支援教育の一層の推進が図られるとと

もに、誰もが人権と個性を尊重し支え合う共生社会の形成につながることを期待

しています。 

 平成２７年３月 

                          熊本県教育委員会 
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Ⅰ 共生社会の形成に向けた国の動向 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ インクルーシブ教育システムとは？ 

「インクルーシブ」とは、包み込む、包含することを意味します。インクルー

シブ教育は、障がいのある子どもと障がいのない子どもを区別せず、すべての子

どもを包み込み、排除しないことを目指す教育のことです。これは、平成 18年に

国連で採択され、平成 26年１月に日本が批准した「障害者の権利に関する条約」

に示されています。報告では、「基本的な方向性としては、障がいのある子どもと

障がいのない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである」

とされ、「その場合にはそれぞれの子どもが授業内容が分かり、学習活動に参加し

ている実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に

付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点」と述べています。 

障がいの状態等によっては、共に学ぶことが、その子にとって安心してきめ細

やかな教育を受けることができない、適切な教育とは言い難い場合もあります。

障がいの状態や本人・保護者の意見等に応じて、適切な教育の場を選択するとと

もに、一人一人のニーズに応じた適切な教育により、生きる力を身に付けること

ができることがインクルーシブ教育システム構築を図るうえで重要です。 

２ 合理的配慮と基礎的環境整備 

文部科学省は、報告においてインクルーシブ教育を進めるため、「合理的配慮

の提供」が必要不可欠なものであると述べています。 

合理的配慮とは、障がいのある子どもが日常生活や社会生活で受けている制限

や制約をなくすために必要な改善や変更を、その周りにいる人が行うことを言い

ます。合理的配慮は、一人一人の障がいの状態や教育的ニーズ等に応じて決定さ

れるもので、本人・保護者との合意形成の下になされる個別の配慮です。ただし

合理的配慮を行う学校等に対して、体制面、財政面において均衡を失した、過度

の負担を課さないものという条件があります。なお、この合理的配慮の否定は、

障がいを理由とする差別に含まれます。 

 また、合理的配慮の基礎となる環境整備を基礎的環境整備といいます。基礎的

環境整備には、通常の学級、通級による指導等学びの場の工夫、適切な教材の充

実、施設・設備の整備等が含まれます。基礎的環境整備を基に、合理的配慮は個

別の決定されるものであり、それぞれの学校における基礎的環境整備の状況によ

り、提供される合理的配慮は異なることになります。 

-   

 
 現在、「障害者の権利に関する条約」や「改正障害者基本法」等の趣旨を踏ま

え、我が国の教育は、共生社会形成に向けて、インクルーシブ教育システム構

築のための特別支援教育の推進が求められています。しかし、「特別支援教育が

なくなる」とか「これまでと同じことをやっていればよい」などといった誤解

もあるようです。ここでは、平成 24年７月報告「共生社会の形成に向けたイン

クルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」（以下、報告）の内

容に触れながら、特別支援教育の推進についての基本的な考え方について紹介

をします。 
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［図２ 合理的配慮の例］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「合理的配慮」は、障がいのある子どもが十分な教育を受けることができてい

るかどうかという観点から評価することが重要であり、例えば、個別の教育支援

計画、個別の指導計画について、各学校において計画に基づき実行した結果を評

価して定期的に見直すなど、PDCA サイクルを確立させていくことが大切になりま

す。 
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［図１ 合理的配慮と基礎的環境整備の関係］ 
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Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

  
 
 
 
 
 
 
（１）特別支援教育とは 

文部科学省は、特別支援教育の理念について下記のように述べています。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに応じた教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 
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な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 

 



－ 8－

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢  

  
 
 
 
 
 
 
 
１ 段階的な支援体制とは 
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 本県では、福祉・保健・医療・労働等の関係機関と連携しながら、「段階的な

支援体制」を構築しています。校内委員会からスーパーコーディネーターによ

る支援までの４つの段階による支援体制を構築し、それぞれの状況に応じた支

援体制の活用や具体策を立て支援していくものです。 

 
段階的な支援体制とは、支援が困難な事例ほど専門性のある支援者から支援が受けられ

るようにする体制です。 
さらに、「障害保健福祉圏域計画」と同じ区域設定にすることで、関係機関との連携を通

した適切な支援が得られます。 
なお、県、地域及び市町村の各特別支援連携協議会には、福祉、労働等の関係機関も加

わり、連携した支援が行われています。 

 

［図３ 段階的な支援体制］ 

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

 
 
 
 
 
 
（１）特別支援教育とは 

文部科学省は、特別支援教育の理念について下記のように述べています。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 
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Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 
２ それぞれの段階における支援 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
校内委員会は、特別支援教育コーディネーターが推進役となり、よりよい指導や支援の内

容、方法など、教育上特別の支援が必要な幼児児童生徒への校内の資源を活用した支援につ

いて検討する組織です。委員会で話し合われた内容は、必ず全職員で共通理解をしたり、個

別の教育支援計画等に記載したりして一貫した支援を行うようにします。 
 
 
 
 
 
 
 
大事なことは、校内委員会で検討された支援方策を実践し、その結果を踏まえて更に校内

委員会で検証・評価を行い、支援の充実を一層図ることです。 
※なお、校内委員会の運営については、「平成１８年度特別支援教育実践集」（平成１９年６月）、「特別支援教 

 育推進ガイドブック（平成１９年８月）」、「特別支援教育コーディネーターハンドブック」（平成２５年３月） 

《いずれも熊本県教育委員会刊行・県教育委員会 HP にも掲載》にも記載していますので、参考にしてください。 

 

第１段階：校内委員会による支援 

《 校内委員会の役割 》 
◇支援が必要な幼児児童生徒の把握 
◇支援方策、支援体制の検討 → 担任等への助言 
◇担任等が作成した個別の教育支援計画・個別の指導計画の検討 
◇家庭や地域、関係機関との連携 
◇校内研修の実施 

開催時期や構成メンバ

ーなど、各学校の実情に

応じて、委員会を開くこ

とで、担任等の悩みが軽

減できるように工夫し

ましょう。 

［図４  校内委員会のイメージ］ 

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

 
 
 
 
 
 
（１）特別支援教育とは 

文部科学省は、特別支援教育の理念について下記のように述べています。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 
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地区コーディネーター会議とは、中学校区等の一定の地域毎に開催する会議です。その

地区のリーダーコーディネーター※が中心となって、学校から依頼された支援困難な事例

の検討、各学校の取り組みについての情報交換や研修等を行います。 
 地区コーディネーター会議で検討された支援方策を学校で実践し、校内委員会において

成果を検証します。検討を重ねることで、より良い支援へと高めていきます。 

 
 
内 容 

○各学校で支援困難な事例検討 
○特別支援教育推進に係る情報交換  
○移行支援についての検討  
○特別支援教育にかかわる研修 等 

 
メンバー 

○地区内に設置されている学校等のコーディネーター 
○（可能な限り）特別支援学校コーディネーター 
○（必要に応じて）管理職、市町村教委担当者、関係機関 

開催回数 ○年間に 3～9回程度（その他、必要に応じ開催） 

 
地区コーディネーター会議の設置は、市町村教育委員会が行い、地区設定は、中学校区

に限らず、その地区の地理的特性や学校数等に応じ、柔軟に設定することが重要です。 
 

 

第２段階：地区コーディネーター会議による支援 

※リーダーコーディネーターとは・・・ 

市町村教育委員会が、その地区の特別支援教育コーディネーターのうち、専門性や

調整力などの資質が高い者をリーダーコーディネーターとして、地区コーディネータ

ー会議の企画・運営を行います。 

解説 

［図５  地区コーディネーター会議のイメージ］ 

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

 
 
 
 
 
 
（１）特別支援教育とは 

文部科学省は、特別支援教育の理念について下記のように述べています。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 

 



－ 11 －
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地区コーディネーター会議での検討でも支援が困難な事例については、巡回相談員の支援を

受けることができます。 
 巡回相談員は、地域の教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機関の職員の中から地域特別

支援連携協議会が推薦し、市町村教育委員会が委嘱します。 
 巡回相談員による支援は、校内委員会、地区コーディネーター会議での検討後、以下の手順

で行います（図６及び図７参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小中学校等 市町村教育委員会 巡回相談員（所属長） 
①市町村教育委員会へ巡回相

談活用の伺いを行い、巡回相

談依頼書（別紙様式１）を提

出する。 
③特別支援学校へ巡回相談の

打診と日程、相談内容等を電

話等で調整する。 
④特別支援学校との調整事項

を市町村教育委員会へ電話

等で報告する。 
 
⑦相談結果を別紙様式３にま

とめ、市町村教育委員会に報

告する。 

 
②巡回相談活用の承認検討

を行い、小中学校等へ連

絡する。 
 
 
 
 
⑤巡回相談員の所属長に別

紙様式２により派遣を依

頼する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥巡回相談を行うとともに、実

施後、その後の状況について

当該学校と連絡を取り合い、

再び巡回相談や電話相談等

により支援をフォローし、継

続した支援につなげる。 
⑧ 巡回相談員は、相談概要を

まとめ、巡回相談員会議※で

報告を行う。 

第３段階：巡回相談員による支援 

［図６  公立幼小中等における流れ］ 

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

 
 
 
 
 
 
（１）特別支援教育とは 

文部科学省は、特別支援教育の理念について下記のように述べています。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 

 

 

 

 

 

 

-1  
 

 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 
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                                 Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高等学校等 特別支援学校 巡回相談員（所属長） 
①特別支援学校へ巡回相談の

打診と日程、相談内容等を電

話等で調整し、巡回相談員の

所属長に別紙様式２により

派遣を依頼する。 
 
⑤巡回相談員による相談結果

を別紙様式３にまとめ、特別

支援学校に報告する。 

 
②巡回相談員の派遣調整等を

行う。 
③巡回相談員派遣の可否につ

いて高等学校等に回答する。 

 
 
 
 
④巡回相談を行うとともに、実

施後、その後の状況について

当該学校と連絡を取り合い、

再び巡回相談や電話相談等

により支援をフォローし、継

続した支援につなげる。 
⑥相談概要をまとめ、巡回相談

員会議※で報告を行う。 

 
＊迅速な対応を図るため、文書のやりとりはパスワードをかけ、可能な限り電子メールで

行います。 
＊巡回相談の様式は巻末資料に掲載しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
※巡回相談員会議とは・・・ 

各地域の巡回相談員が集まり、巡回相談で対応した事例について協議を行う場で

す。特別支援学校のコーディネーターが中心となり、定例的に行う場合と必要に応

じ開催する場合があります。 

解説 

［図７  高等学校、私立幼稚園、保育所等における流れ］ 

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

 
 
 
 
 
 
（１）特別支援教育とは 

文部科学省は、特別支援教育の理念について下記のように述べています。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 

 



Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

 

 

巡回相談員による支援でも支援が困難な事例の場合、巡回相談員は、スーパーコーディ

ネーターの支援を受けることができます。スーパーコーディネーターは、特別支援学校等

のコーディネーターの中から、特に専門性の高い者を数人、県教育委員会が指名（委嘱）

しています。巡回相談員がスーパーコーディネーターに相談を行う場合は、以下の流れで

行います（図８参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊迅速な対応を図るため、文書のやりとりはパスワードをかけ、可能な限り電子メー

ルで行います。 

① 巡回相談員は、地域の特別支援学校にスーパーコーディネーターへの相談を依頼する。

相談を受けた特別支援学校は特別支援学校ネットワーク会議事務局校（以下、事務局校

と表記）に別紙様式４により相談を依頼する。 

②  事務局校は、対応するスーパーコーディネーター（こども総合療育センター職員の対応

が必要な場合はこども総合療育センターへの依頼）について特別支援教育課と協議し、相

談対応者の所属する機関に支援策の検討を依頼する。 

③  依頼を受けたスーパーコーディネーターは、支援策を別紙様式５にまとめ、事務局校に

提出する。 

④  事務局校は、スーパーコーディネーターの検討結果（必要に応じてこども総合療育セン

ターの回答）を取りまとめて、依頼のあった特別支援学校に送付し、特別支援学校は、巡

回相談員にその結果を知らせる。 

⑤  事務局校が、スーパーコーディネーターによる対応が困難な事例と判断した場合は、特

別支援教育課に連絡する。 

⑥ 特別支援教育課は必要に応じて専門機関（P14 表１参照）に相談する。    

［図８  スーパーコーディネーターへの相談の流れ］ 

第４段階：スーパーコーディネーターによる支援 
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Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

［表２ 各連携協議会の協議内容等］ 

［表１ 県関係の専門機関］ 

特別支援教育課が相談をする専門機関は、以下のとおりです。 

 

なお、この他にも専門性を有する主な機関として、熊本大学教育学部特別支援

学校教員養成課程や九州ルーテル学院大学人文学部人文学科があります。 

その他、医学的検査・診断等を行っている機関はⅣ巻末資料のとおりです。 

 

３ 段階的な支援体制を推進する組織  

県、各教育事務所、熊本市教育委員会、山鹿市教育委員会及び市町村教育委員

会に、特別支援連携協議会を設置します。それぞれの協議会の協議内容等は、表

２のとおりです。 

 広域特別支援連携協議会 地域特別支援連携協議会 市町村特別支援連携協議会 

設

置 

 

県 

 

各教育事務所、熊本市教育委員

会及び山鹿市教育委員会（１１

地域） 

各市町村教育委員会 

（熊本市・山鹿市を除く） 

 

 

 

構 

 

成 

 

学識経験者、医療、保健、

福祉、労働等の関係機関及

び部局、親の会、ＰＴＡ連

合会、学校等の関係者 

 

 

 

各教育事務所、熊本市教育委員

会、山鹿市教育委員会の担当を

中心として、特別支援学校長や

特別支援学級設置校の校長、関

係機関担当者等。委嘱は、教育

事務所、熊本市教育委員会又は

山鹿市教育委員会が行う。 

市町村教育委員会を中心と

して、各学校等校長や特別支

援学校長、関係機関担当者

等。 

委嘱は、市町村教育委員会が

行う。 

 

 

協

議

内

容 

○本県の特別支援教育の

推進体制 

○県における研修と理解

啓発 等 

 

 

 

 

○各地域における特別支援教育

の推進 

○各地域における研修と理解啓

発 

○巡回相談員の推薦 

○巡回相談員会議の設置 

等                       

○各市町村における特別支

援教育の推進 

○各市町村における研修と

理解啓発 

○地区コーディネーター会

議の設置とリーダーコー

ディネーターの指名 

○巡回相談員の委嘱 等 

No. 機関名（担当部署） 住 所 電話番号 

１ 熊本県立教育センター（教育相談室） 〒861-0543 山鹿市小原 0968-44-6655 

２ 熊本県こども総合療育センター（地域療育部） 〒869-0524 宇城市松橋町 2900 0964-32-1144 

３ 熊本県北部発達障がい者支援センターわっふる 〒869-1235  菊池郡大津町室 213-6 さくらビル 2F 096-293-8189 

４ 熊本県南部発達障がい者支援センターわるつ 〒866-0855  八代市永碇町 1297－1 0965-62-8839 

５ 熊本市発達障がい者支援センター 〒862-0971 熊本市中央区大江 5-1-1 096-366-1919 

６ 熊本県福祉総合相談所（児童相談課） 〒861-8039  熊本市東区長嶺南 2-3-3 096-381-4411 

７ 熊本県八代児童相談所 〒866-8555  八代市西片町 1660 0965-32-4426 

８ 熊本県精神保健福祉センター 〒860-0920 熊本市東区月出 3 丁目 1-120 096-386-1166 

９ 熊本県ひばり園 〒861-8039 熊本市中央区長嶺南 2-3-2 096-382-1939 

10 熊本障害者職業センター 〒862-0971  熊本市中央区大江 6 丁目 1-38 096-371-8333 

－14－ 
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Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

［表３ 各実務担当者会の協議内容等］ 

 また、地域特別支援連携協議会の下部組織として、「実務担当者会」を組織し、

協議会に提案する原案を作成します。それぞれの実務担当者会の協議内容等は表 

３のとおりです。 
 

 広域特別支援連携協議会 
実務担当者会議 

地域特別支援連携協議会 
実務担当者会 

市町村特別支援連携協議会 
実務担当者会 

設

置 

 
県 

各教育事務所、熊本市教育委員

会及び山鹿市教育委員会（１１

地域） 

各市町村教育委員会 
（熊本市・山鹿市を除く） 

 
構 
 
成 
 

各教育事務所等、教育委員

会、学校、関係部局等 
 
 
 

各教育事務所、熊本市教育委員

会、山鹿市教育委員会の担当を

中心として、特別支援学校コー

ディネーターや特別支援学級

設置校の校長やリーダーコー

ディネーター、関係機関担当者

等。委嘱は、教育事務所又は熊

本市教育委員会、山鹿市教育委

員会が行う。 

市町村教育委員会を中心とし

て、各学校等管理職やコーディ

ネーター、関係機関担当者等。

委嘱は、市町村教育委員会が行

う。 
 
 

 
協

議

内

容 
 

○本県の特別支援教育の取

組 
○地域における特別支援教

育の推進状況の把握 等 
 
 

○地域特別支援教育相談会の

計画 
○地域における特別支援教育

研修の計画 
○地域における特別支援教育

に係る理解啓発の計画  
○地域における関係機関・部局

との連携の在り方  
○市町村の状況把握  等 

○各市町村における特別支援

教育の具体的な取組 
○各市町村における特別支援

教育研修準備 
○地区コーディネーター会議

の設置とリーダーコーディ

ネーターの指名 
○地区コーディネーター会議

の状況把握 
○巡回相談員の積極的活用 

           等 

  
 
 注）市町村特別支援連携協議会でも「実務担当者会」を設置することにより、ス 

ムーズな会の運営につながります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 

 

 
 
 
 
 
 
（１）特別支援教育とは 

文部科学省は、特別支援教育の理念について下記のように述べています。 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計

画に基づく実践を推進するとともに、幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、

中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」

に基づき、支援が困難な事例に対しては、専門性のある支援者から適切な助言を得なが

ら関係機関と連携した支援を行います。 
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「支援するとは？」 

平成１９年度の「特別支援教育」への制度転換以降、“支援”という言葉は大変身近な

ことばになってきました。私たち教師が、子どもたちに対して行う支援にはいろいろな

ものがありますが、その本質を押さえることはとても大切です。「良く耳にする、よく使

う」ことばだからこそ、しっかりとその意味を考え直してみることがとても重要です。 
１ 子どもの主体的な学びを助け、育ちにつなげるためのものが「支援」 

学習場面における支援について、次のようなケースで考えてみましょう。 
 
 
 
 
（１）ひもをとおした主体は、誰か 

支援①の場合は、「子どもの注意（意識）がどこに向いているか。」にもよりますが、

ほとんどの場合は、子どもは手の力を緩め、教師の動きに（手を）ゆだねてしまうで

しょう。したがって主体は子どもではありません。支援②の場合は、ビーズを持つ手

は教師が固定していますが、子どもは、もう片方のひもを持つ手の動きを調整して、

ひもをとおそうとします。したがって主体は間違いなく「子ども」になります。 
子どもに“自分でやろう、自分でやった”という意識や実感がなければ学習活動は

成立しません。 “させられる中に学びはない”ということを肝に銘じておく必要があ
ります。 

（２）子どもは何を学ぶ（身に付ける）か 

この学習で子どもが学ぶものとして、「穴の向きを調整・固定するために必要な力」

と「ひもをとおすために必要な力」の２つが考えられます。支援①の場合は、両方を

教師がやってしまっており、子どもは何も学ばないといって良いでしょう。支援②の

場合、子どもには「ひもをとおすこと」に専念してもらい、それ以外の部分を教師が

支援していることで、子どもは「ひもをとおすために必要な力」を学んでいくといえ

ます。 
このように「子どもが何を学ぶか＝目標」が明確になっていることが、 

“学習場面における支援”においては前提となります。 
２ 適切な支援を行うためには 

○子どもが持っている力を理解したうえで、何を学ばせるかを押さえること 

子どもにとって「できること（わかること）は何か」また「どこからが難しいのか、

何が分かっていないのか」をまず押さえることが重要です。そのうえで“できるところ

は子ども自身に任せて、難しい部分のほんのちょっとをチャレンジしてもらう”これは、

いわゆる「スモールステップ」の考え方ですが、この考えをもとに「支援」を行うなら

ば、自ずと支援の量と質は適切なものになっていくはずです。子どもの学びに結びつか

ない「場当たり的な支援」や、本来その子どもが、できたり、わかったりしていること

まで「支援」してしまうことがないよう、心がけていきたいものです。 
              （文責：熊本県立松橋東支援学校 宮本 信高） 

 

支援の宝箱① 
 特別支援教育の推進 

「ビーズにひもをとおす学習で、穴の向きを固定できず、なかなかひもをとおせない。」 

支援①「子どもの両手に手を添えて、ひもをとおす。」 

支援②「ビーズを持っている側の手を支え、穴の向きが一定になるようにする。」 

 

Ⅱ 特別支援教育の基本姿勢 
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特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支

援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力

を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う

ものである。また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての

学校において実施されるものである。さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒

への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会

にとって重要な意味を持っている。 

「特別支援教育の推進について（通知）」（文部科学省初等中等教育局長 平成 19年４月） 

  

ここで特に留意すべきことは、次の２点です。 

 まず、特別支援教育の対象を「知的な遅れのない発達障がいも含め」「すべての

学校において実施されるもの」としている点です。医療や福祉機関での診断を受

けていることは必ずしも必要ではなく、実態把握の後、特別な教育的ニーズがあ

ると学校が判断すれば、教育上特別の支援を行うことになります。 

 もう１点は、特別支援教育の推進は、一人一人の違いを認め全ての人が生き生

きと活躍できる共生社会形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の

社会にとって重要としている点です。平成 24年７月中央教育審議会初等中等教育

局分科会報告でも改めて報告されました。 

 

（２）本県における特別支援教育推進の基本姿勢 

インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進による障が

いのある子どもを含め、教育上特別の支援を必要とする子どもを生涯にわたって

支援するという観点から、次の２点を基本姿勢とします。 
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 同世代の子どもが、共に生きる社会の一員として互いに尊重しあえる関係を

つくるために、すべての子どもを大切にし、一人一人のニーズに合った教育を

行うことが大切であり、本県においてもこの視点に立ち、特別支援教育の推進

に取り組んでいます。 

○教育上特別の支援を必要とする子どもに対し、教育的ニーズに応じた個別の教育支援計
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中学校から高等学校、そして社会へと、同計画の確実な引継ぎを行い、切れ目のない一

貫した支援を行います。 

○地域療育支援体制や障害保健福祉圏域計画と同じ区分を設定した「段階的な支援体制」
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ら関係機関と連携した支援を行います。 
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